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１ 

は
じ
め
に

　

世
間
で
は
様
々
な
法
律
セ
ミ
ナ
ー
な
る

も
の
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
経
営

者
の
方
々
に
特
に
人
気
な
の
が
、
下
請
法

に
関
す
る
セ
ミ
ナ
ー
の
よ
う
で
す
。
下
請

法
は
親
事
業
者
で
あ
る
か
下
請
事
業
者
で

あ
る
か
に
関
係
な
く
、
多
く
の
経
営
者
に

と
っ
て
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

取
引
ル
ー
ル
で
す
の
で
、
当
然
と
言
え
ば

当
然
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
、
今
回
は
下
請
法
の
概
要
に
つ

い
て
ご
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

２ 

下
請
法
の
適
用
対
象

　

下
請
法
の
適
用
対
象
に
つ
い
て
は
、
資

本
金
と
取
引
内
容
の
両
面
か
ら
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
取
引
内
容
と
し
て
は
①
製

造
委
託
、
②
修
理
委
託
、
③
情
報
成
果
物

作
成
委
託
、
④
役
務
提
供
委
託
が
対
象

と
さ
れ
、
自
社
の
資
本
金
が
３
億
円
超

の
場
合
、
資
本
金
３
億
円
以
下
の
会
社

等
と
の
取
引
に
お
い
て
下
請
法
が
適
用

さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
自
社
の
資
本
金
が

１
０
０
０
万
円
超
以
上
３
億
円
以
下
の
場

合
、
資
本
金
１
０
０
０
万
円
以
下
の
会
社

等
と
の
取
引
に
お
い
て
下
請
法
が
適
用
さ

れ
ま
す
（
た
だ
し
、
取
引
内
容
③
④
の
う

ち
一
部
取
引
に
つ
い
て
は
３
億
円
で
は
な

く
５
０
０
０
万
円
が
基
準
と
な
り
ま
す
）
。

３　

禁
止
行
為

　

下
請
取
引
の
公
正
化
及
び
下
請
事
業
者

の
利
益
保
護
の
た
め
、
下
請
法
は
各
種
行

為
を
禁
止
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
た
と

え
下
請
事
業
者
の
了
解
を
得
て
い
た
と
し

て
も
、
ま
た
、
親
事
業
者
が
下
請
法
に
違

反
す
る
と
い
う
認
識
が
な
か
っ
た
と
し
て

も
許
さ
れ
な
い
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

代
表
的
な
禁
止
行
為
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①
受
領
拒
否

　

 　

下
請
事
業
者
に
責
任
が
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
親
事
業
者
が
給
付
さ
れ
た

物
の
受
領
を
拒
む
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ

ん
。
実
際
の
違
反
事
例
と
し
て
は
、
在

庫
調
整
の
た
め
や
他
社
か
ら
の
納
品
で

不
要
に
な
っ
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
拒

否
、
親
事
業
者
の
受
注
ミ
ス
を
理
由
と

す
る
拒
否
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

②
返
品
禁
止

　

 　

受
領
拒
否
同
様
に
、
下
請
事
業
者
に

責
任
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
親
事

業
者
が
返
品
を
す
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
給
付
内
容
が
注
文

と
異
な
る
場
合
や
物
品
に
汚
損
破
損
が

あ
る
場
合
の
よ
う
に
、
一
見
下
請
業
者

に
責
任
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
で

あ
っ
て
も
、
法
が
下
請
業
者
へ
の
交
付

を
要
求
す
る
発
注
書
面
の
記
載
が
不
明

確
な
場
合
や
、
検
査
基
準
を
恣
意
的
に

厳
し
く
し
て
汚
損
や
破
損
が
あ
り
と
す

る
場
合
に
は
や
は
り
返
品
は
禁
止
さ
れ

ま
す
。

③
買
い
た
た
き

　

 　

下
請
法
の
違
反
行
為
の
中
で
最
も
多

い
ケ
ー
ス
が
こ
の
買
い
た
た
き
で
す
。

　

 　

買
い
た
た
き
の
要
件
は
、
（
１)

発

注
し
た
内
容
と
同
種
の
給
付
内
容
に
対

し
て
通
常
支
払
わ
れ
る
対
価
に
比
べ
て

著
し
く
低
い
額
を
、
（
２)

不
当
に
定

め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
 　

事
例
と
し
て
は
、
親
事
業
者
が
景
況

悪
化
の
た
め
に
一
時
的
に
下
請
代
金
の

引
き
下
げ
た
と
こ
ろ
、
後
に
収
益
が
回

復
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
下
請
事
業

者
と
十
分
な
協
議
を
す
る
こ
と
な
く
下

請
代
金
を
据
え
置
い
た
事
例
や
、
単
価

の
決
定
に
あ
た
り
、
下
請
事
業
者
に
１

個
、
５
個
、
10
個
製
作
す
る
場
合
の
見

積
書
を
提
出
さ
せ
た
上
、
10
個
製
作
す

る
場
合
の
単
価
で
１
個
発
注
し
た
事
例

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

 　

買
い
た
た
き
に
該
当
す
る
か
否
か
は
、

代
金
の
決
定
に
あ
た
り
下
請
事
業
者
と

十
分
な
協
議
を
行
っ
た
か
ど
う
か
と

い
っ
た
対
価
の
決
定
方
法
や
通
常
の
対

価
と
の
乖
離
状
況
、
当
該
給
付
に
必
要

な
原
材
料
の
価
格
動
向
な
ど
の
様
々
な

事
情
を
考
慮
し
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
下
請
代
金

の
額
の
決
定
に
あ
た
っ
て
は
、
下
請
事

業
者
の
事
情
を
十
分
に
考
慮
し
て
、
協

議
を
尽
く
す
こ
と
が
大
切
で
す
。

４　

罰
則

　

違
反
行
為
に
対
し
て
は
、
原
状
回
復
に

関
す
る
勧
告
と
と
も
に
、
違
反
事
実
の
概

要
や
会
社
名
の
公
表
が
な
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
（
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稿
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